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●
地
区
集
会
所
は
高
齢
化
等
で
維
持
や
改
修
な
ど
が

困
難
な
と
こ
ろ
も
。
要
望
が
あ
れ
ば
市
有
集
会
所
に
。 

●
公
民
館
や
小
中
学
校
施
設
の
登
録
団
体
の
使
用
料

有
料
化
で
利
用
し
に
く
く
な
っ
た
。
見
直
し
を
。 

●
防
災
無
線
で
の
火
災
緊
急
通
報
は
番
地
で
の
放
送

だ
が
、
小
字
名
が
あ
る
と
わ
か
り
や
す
い
が
ど
う
か
。 

●
作
業
路
開
設
工
事
は
環
境
に
配
慮
し
た
工
法
を
。 

●
合
併
建
設
計
画
に
あ
る
玖
島
保
育
園
の
整
備
費
は

乳
児
保
育
・
延
長
保
育
で
き
る
保
育
園
や
児
童
館
な
ど

の
併
設
整
備
に
も
充
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

●
保
育
園
整
備
の
際
の
備
品
購
入
は
地
元
業
者
を
。 

●
自
主
運
営
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
が
運
営
し
や
す

い
補
助
を
。
さ
ら
に
は
直
営
方
式
に
。 

●
県
の
道
路
計
画
で
は
23
年
度
ま
で
棚
上
げ
に
な
っ

て
い
る
虫
道
廿
日
市
線
整
備
再
開
の
強
い
要
望
を
。 

●
渡
の
瀬
地
区
の
防
災
行
政
無
線
整
備
は
。 

大畑議員 予算委員会での主な質疑 

◇
市
の
一
般
職
・
常
勤
職
員
数
は
21
年
度
９
８
１

人
、
２２
年
度
９
６
７
人
で
す
。（
４
月
１
日
） 

生
活
保
護
関
係
は
１
人
増
員
さ
れ
ま
し
た
が
、
民

生
関
係
全
体
で
は
昨
年
度
に
比
べ
７
人
減
で
す
。 
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日
本
共
産
党 

無
料
生
活
・
法
律
相
談 

毎
月
第
２
日
曜 

午
前
１０
時
〜 

新
は
つ
か
い
ち 

西部地区事務所 
37－ 0171

３月議会報告 
３月２日～１８日 

 
外国人の地方参政権問題が注目されている中、廿日市市議会

では、「慎重対処を求める意見書」が賛成多数で可決されました。

反対１０…日本共産党市議団（大畑・植木） 公明党（細田・

砂田議員） 社会市民クラブ（広畑・石原・三分一・小泉議員）

成蹊会（高橋議員） 市民クラブ（井上議員）  賛成１９ 

文言は「慎重対処」ですが、参政権付与に消極的な意思がう

かがえる意見書です。 

日本共産党は、「地方自治体の運営は、全住民の参加が憲法の

保障する地方自治の原則」と考えています。「地方参政権法案」

を 1998 年から数回国会に提出しています。（保守・自由・民主・

公明党も法案提出）地方自治体レベルでも、地方参政権付与推

進の意見書採択は約半数の自治体に及んでいます。 

しかし最近、「保守の再生」を掲げる自民党などが「日本会議」

のような改憲勢力と連携し、各地で反対運動を組織、「参政権付

与で、外国人の意のままになる」と、危機感をあおっています。

廿日市市議会でも「外国人永住者に主導権を握られる」（半明議

員賛成討論）などの発言が見られます。 

ＯＥＣＤ（経済協力機構）加盟国では３０ヶ国中２６カ国が、

外国人に地方参政権を付与、国際的にみても付与すべきです。 

 

永住外国人への地方参政権付与 
参政権付与は住民自治と民主主義の発展に寄与 

    逆行する意見書には反対    

 

日
本
共
産
党
市
議
団
の
反
対
討
論 

主
な
も
の 

 

・
職
員
削
減
で
は
な
く
、
特
に
福
祉
な
ど
民
生
分
野

は
拡
充
を
。
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
に
つ
な
が
る

嘱
託
や
臨
時
を
増
や
さ
ず
、
正
職
員
体
制
を
。 

・
下
平
良
二
丁
目
埋
立
や
宮
島
Ｓ
Ａ
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
な
ど
不
要
不
急
の
公
共
事
業
は
や
め
、
多
額

の
税
金
は
市
民
生
活
を
支
え
る
た
め
に
。 

・
認
定
子
ど
も
園
は
、
一
時
的
な
待
機
児
童
解
消
に

は
な
る
が
、
保
育
制
度
改
悪
の
一
つ
で
あ
り
、
本

来
、
市
が
実
施
義
務
、
責
任
を
持
つ
べ
き
も
の
。 

・
大
規
模
林
道
建
設
中
止
を
。
大
規
模
林
道
償
還
金

助
成
は
問
題
が
あ
る
。 

・
農
業
振
興
で
は
市
の
積
極
的
な
姿
勢
が
見
え
る

が
、
強
制
的
な
減
反
は
や
め
る
べ
き
。 

・
全
国
一
斉
学
力
テ
ス
ト
へ
参
加
は
や
め
、
遅
れ
て

い
る
教
育
条
件
整
備
を
。 

・
国
保
税
の
引
き
上
げ
で
、
市
民
負
担
が
増
え
、
滞

納
増
も
懸
念
さ
れ
る
。
補
助
を
削
減
し
た
国
の
責

任
が
大
き
い
が
、
命
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、

繰
入
増
な
ど
で
増
税
し
な
い
努
力
を
。 

（
国
保
税
引
き
上
げ 

親
子
４
人
、
年
収
３
０
０
万
円

の
標
準
家
庭
で
、
約
２８
万
円
↓
３０
万
円
に
） 

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
４
月
か
ら
引
き
上
げ

ら
れ
る
（
広
島
県
広
域
連
合
で
決
定
）
。
医
療
費

や
75
歳
以
上
人
口
の
増
に
よ
り
自
動
的
に
保
険

料
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
問
題
の
多
い
制
度

で
あ
り
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。 

２２年度予算 
２２年度当初予算案は、一般会計、国保・後期高齢者医療特別会

計はいずれも反対３（大畑・植木・井上議員）賛成２６で、国民宿

舎特別会計は反対２（広畑・井上議員）賛成２７で可決されました。 

 また、国保税の引き上げが賛成多数（反対３）で可決されました。 

国民健康保険税引き上げに 

支所職員の配置 

 H20.4.1 H22.4.1 
支所職員 ２３ ２３ 佐伯 

支所 本庁機関 １６ １５ 
支所職員 １４ １３ 吉和 

支所 本庁機関  ０   ０ 
支所職員 ２４ ２４ 大野 

支所 本庁機関 １３ １３ 
支所職員 ２５ ２４ 宮島 

支所 本庁機関   ８   ７ 
 

無料 

生活・法律相談 

弁護士が相談にの

ります。お気軽にご

相談ください。 

 事務所又は 

大畑 74-2310 
植木 36-2728 
まで 

 



 

 

大
畑 
合
併
後 

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
の
統
一
に
よ

り
、
多
く
の
世
帯
が
負
担
増
と
な
っ
た
。
今
後
、
簡
易
水
道
と

上
水
道
の
事
業
統
合
が
行
わ
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
住
民
負
担
を
増

や
す
結
果
に
な
る
。
市
は
す
で
に
水
道
事
業
の
窓
口
業
務
を
民

間
委
託
し
た
が
、
生
死
に
か
か
わ
る
水
の
供
給
は
あ
く
ま
で
行

政
が
責
任
を
持
っ
て
業
務
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。 

①
民
間
委
託
す
れ
ば
、
行
政
が
持
っ
て
い
た
ノ
ウ
ハ
ウ
は
失
わ

れ
、
長
期
的
に
み
て
市
民
へ
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。
民
間
委
託

せ
ず
、
市
直
営
の
ま
ま
維
持
で
き
る
よ
う
基
準
外
繰
出
な
ど
の

措
置
が
行
え
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。 

②
採
算
の
取
り
に
く
い
中
山
間
地
の
簡
易
水
道
事
業
を
、
公
営

企
業
法
適
用
の
上
水
道
事
業
に
統
合
す
る
方
針
は
見
直
し
を
。 

 

簡
易
水
道
補
助
制
度
の
打
ち
切
り
や
、
上
下
水
道
事
業
へ
の
統

合
を
強
制
的
に
進
め
る
国
の
方
針
に
は
反
対
し
、
地
方
交
付
税

の
十
分
な
手
当
て
を
求
め
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。 

 

答
弁 

水
道
局
長 

①
②
民
間
委
託
は
コ
ス
ト
削
減
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
必

ず
実
施
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

Ｈ
１９
年
に
総
務
省
か
ら
「
簡
易
水
道
事
業
統
合
推
進
要
綱
」

が
通
知
さ
れ
、
厚
労
省
は
国
庫
補
助
制
度
の
見
直
し
を
行
い

「
Ｈ
２８
年
度
ま
で
に
事
業
統
合
を
行
う
計
画
を
Ｈ
２１
年
度
ま

で
に
策
定
し
た
場
合
に
限
り
、
Ｈ
２８
年
度
ま
で
に
簡
易
水
道
事

業
に
係
る
施
設
国
庫
補
助
制
度
の
適
用
対
象
と
し
て
認
め
る
」

と
し
て
お
り
、
本
市
で
も
Ｈ
２８
年
度
末
ま
で
に
事
業
統
合
す
る

（
吉
和
地
区
以
外
）
計
画
で
あ
る
。
市
民
に
負
担
転
嫁
し
な
い

よ
う
、
現
行
制
度
の
有
効
活
用
で
事
業
運
営
し
た
い
。 

 

国
庫
補
助
制
度
や
地
方
交
付
税
措
置
の
充
実
を
、
引
き
続
き

国
に
要
望
し
て
い
き
た
い
。 

答
弁 

市
長 

①
合
併
は
都
市
総
合
力
の
強 

化
な
ど
効
果
を
あ
げ
た
。
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
編
入
し
た
地
域
の
暮
ら
し
へ
の
影
響
評
価

は
、
や
や
厳
し
い
。
社
会
状
況
を
み
る
と
、
合
併

が
な
か
っ
た
ら
、
小
規
模
自
治
体
に
と
っ
て
は
さ

ら
に
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
住
民
の
声
が
届
き
に
く
く
な
っ
た
と
の
課
題

に
は
、
地
域
の
声
を
市
に
届
け
る
仕
組
み
確
立
の

途
上
で
あ
る
。
今
後
明
ら
か
に
な
る
課
題
へ
も
対

応
し
て
い
き
た
い
。 

②
新
政
権
の
「
地
域
主
権
」
の
考
え
方
は
、
本
市

の
め
ざ
す
住
民
自
治
の
考
え
方
に
反
す
る
も
の

で
は
な
く
、
地
域
の
主
体
的
な
施
策
展
開
の
た
め

の
改
革
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
た
だ
し

こ
の
改
革
が
、
本
来
国
・
県
の
担
う
べ
き
事
務
の

放
棄
や
、
財
源
を
伴
わ
な
い
仕
事
の
押
し
つ
け
に

な
ら
な
い
よ
う
、
国
に
要
請
し
て
き
た
。
今
後
も

的
確
に
対
応
し
た
い
。 

 

大
畑 

過
疎
地
域
・
辺
地
、
限
界
集
落
の
実
態
調
査
の 

後
、
住
宅
団
地
実
態
調
査
が
実
施
さ
れ
る
。
市
民
生
活
や
、
ま 

ち
づ
く
り
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
調
査
で
あ
る
。 

 

過
疎
地
域
・
辺
地
等
実
態
調
査
は
調
査
会
社
に
委
託
さ
れ 

た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
設
定
や
実
地
調
査
に
は
、
本
市
職 

員
や
中
山
間
地
の
実
態
を
よ
く
知
る
人
物
、
専
門
家
が
か
か 

わ
り
、
調
査
か
ら
結
果
の
分
析
、
支
援
策
の
検
討
な
ど
同
じ 

メ
ン
バ
ー
で
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
大
学
と
連 

携
し
、
教
授
や
学
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て
の
協
力 

も
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
か
。
両
調
査
と
も
に
実
り
あ
る
も
の 

に
す
る
た
め
に
方
法
の
再
検
討
を
。
ま
た
、
一
部
地
域
へ
の 

支
援
で
あ
っ
て
も
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
全
市
民
の
利
益
に 

つ
な
が
る
と
い
う
市
民
合
意
を
得
る
た
め
の
市
の
努
力
を
。 

 

答
弁 

分
権
政
策
部
長 

①
過
疎
地
域
・
辺
地
等
実
態
調
査
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社 

に
委
託
し
た
が
、
地
域
事
情
に
詳
し
い
調
査
員
の
雇
用
を
条
件

と
し
た
。
大
学
と
の
連
携
は
、
研
究
課
題
や
タ
イ
ミ
ン
グ
が
一

致
し
な
い
と
実
現
せ
ず
、
採
用
し
な
か
っ
た
。
住
宅
団
地
実
態

調
査
は
地
域
と
連
携
し
て
、
調
査
の
分
析
か
ら
解
決
方
法
の
検

討
ま
で
を
行
う
。 

総
合
計
画
の
「
多
様
な
地
域
特
性
を
生
か
し
た
交
流
・
定
住

を
進
め
る
」
た
め
に
、
地
域
の
視
点
で
施
策
を
検
討
し
た
い
。 

 

大
畑 

平
成
の
市
町
村
合
併
で
地
方
は
疲
弊
し

て
い
る
。
民
主
党
は
「
道
州
制
」
の
導
入
も
有
り

と
し
て
お
り
、
そ
う
な
れ
ば
さ
ら
に
地
方
が
衰
退

す
る
。
「
地
域
主
権
」
は
住
民
自
治
を
軽
視
、
財

界
が
強
く
望
む
道
州
制
は
住
民
自
治
の
さ
ら
な

る
破
壊
に
つ
な
が
る
。 

①
合
併
が
地
方
行
政
と
住
民
の
暮
ら
し
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
。
功
罪
や
課
題
な
ど
現
時
点
で
の
検

証
は
ど
う
か
。 

②
新
政
権
の
進
め
る
地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て

市
長
の
見
解
を
問
う
。
「
地
域
主
権
」
の
考
え
方

や
「
道
州
制
」
導
入
は
危
険
で
あ
り
、
市
長
と
し

て
批
判
の
声
を
あ
げ
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。 

「
地
域
主
権
」
の
「
地
域
」
と
は
ど
の
範
囲
を
指
す
の

か
あ
い
ま
い
で
す
。
「
道
州
制
」
に
よ
る
巨
大
な
自
治

体
は
、
基
礎
自
治
体
の
体
を
な
さ
ず
、
住
民
自
治
の
破

壊
が
起
こ
り
、
地
方
は
さ
ら
に
衰
退
し
ま
す
。
合
併
が

何
を
も
た
ら
し
た
か
、
し
っ
か
り
検
証
す
べ
き
で
す
。

市民負担を増やさない上下水道事業を 

合併の検証をせよ   
～このうえ「道州制」は危険～ 

大畑議員の一般質問 

★傍聴にお越しください。
各支所でも、一般質問など本

会議をテレビ中継しています

ので視聴できます。 

現
在
、
国
は
上
水
道
事
業
と
の
統
合
を
条
件
に
簡
易
水
道
事

業
へ
の
補
助
を
行
っ
て
お
り
、
市
は
補
助
適
用
で
き
る
間
に

と
、
簡
易
水
道
整
備
を
急
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
統
合
で
経

営
は
さ
ら
に
厳
し
く
な
り
、
住
民
負
担
に
は
ね
返
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
国
の
方
針
は
撤
回
す
べ
き
で
す
。 

 

 

 

過疎地域・辺地・住宅団地実態調査を実りあるものに 
 

 


